
自動車税の住所変更をお忘れなく
　自動車税は、4月 1日現在の登録に基づいて課税される税金です。引っ越しで住所が変わったときなど
は、運輸支局で変更登録をしてください。
◎次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
　・ 住所が変わったとき（変更登録） ・自動車を売買したとき（移転登録） ・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　※平成 28年度の自動車税納税通知書を確実にお届けするために、3月中に手続きをお願いします。
◎変更登録が間に合わないときは ･･･
　札幌道税事務所にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税の住所変更手続きが可能です。

■お問い合わせ　札幌道税事務所自動車税部【☎011-746-1197】

配達できなかったマイナンバー通知カードは、
役場で保管されています。

　昨年 10 月５日を基準日として、住民票のある住所
にマイナンバー通知カードが配布が行われています
が、既に郵便による配達事務は完了しております。
　配達されなかったマイナンバー通知カードは、３月
31日まで役場住民課戸籍保険グループにて保管してい
ますが、それ以降は受取人無しとして、規定に従い廃
棄される予定ですので、お心当たりのある方は、役場
窓口までお出でください。
　10 月５日付けで、本町に住んでおらず、通知カー
ドを受け取っていない方は、当時住んでいた市町村へ
お問い合わせ下さい。
　また、10 月５日以前に他市町村から本町に転居し、
通知カードが届いていない方は、以下の場合も考えら
れますのでご注意下さい。
【郵便局に転居の届出をしていなかった】
【役場へ転入届を出していなかった】
※この場合は個人番号カードの発行が必要になりま
す。今一度、マイナンバー通知カードが届いているか
ご確認ください。

■お問い合わせ　住民課戸籍保険グループ

平成 27 年国勢調査
結果速報について

　　　
　昨年は、平成 27 年国勢調査にご協力い
ただきありがとうございました。
　北海道より、本町の人口・世帯数等の速
報値が公表されましたので、お知らせいた
します。

平成22年 → 平成27年 増減

人 口（全体）5,428 人 → 4,869 人 －559

人 口  （男）2,421 人 → 2,188 人 －233

人 口  （女）3,007 人 → 2,681 人 －326

世　帯　数 2,307世帯→ 2,175世帯 －132

■お問い合わせ　総務課企画統計グループ

　これから融雪期に入ることから、気温の上昇や雨によって雪解けが進むため、雪崩（なだれ）や土砂
災害が発生しやすくなります。
　これに先立ち、北海道では土砂災害のおそれのある区域を明らかにするための「基礎調査」を実施
し、その結果、本町には石崎地区や扇石地区、早瀬地区など２９カ所の「土砂災害警戒区域等」が指定
されました。この区域は大雨や融雪によって、雪崩や土砂災害が発生する危険が非常に高いため、被害
を未然に防ぐためには日頃からの注意が大切です。急な気温の変化や、斜面の状況に注意し、早めの避
難を心掛けましょう。
◎「北海道土砂災害警戒情報システム」　http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/
◎「北海道雪崩危険箇所マップ」　http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/nadare/index.html
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場所 /狸通り（旧来常里）　ＴＥＬ/090-3113-8874（居酒屋美里と共通）
持ち込みＯＫ！　・その他お気軽にお問い合わせください。
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